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トヨタ自動車田原工場風力発電所設置事業に係る環境影響評価方法書に 

対する知事意見 

 

事業者は、以下の事項について十分に検討した上で、適切に環境影響評価を実施し、

その結果を踏まえ環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成する必要が

ある。 

 

１ 全般的事項 

（１）事業計画及び工事計画の具体化に当たっては、環境の保全に関する最新の知見

を考慮し、最善の利用可能技術を導入するなど、より一層の環境影響の回避、低

減について検討すること。 

（２）施設の稼働に伴う騒音及び鳥類の風力発電設備への衝突状況等に関する国内外

の最新の知見を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を行うこと。 

（３）事業実施区域周辺の既設の風力発電所（以下「既設風力発電所」という。）に

ついて、既設風力発電所の事業者等から騒音の状況及び鳥類の風力発電設備への

衝突状況等に関する情報収集に引き続き努めること。また、収集した情報を活用

することなどにより、適切に調査、予測及び評価を行うこと。 

（４）風力発電設備の配置、基数、機種については、今後複数の候補案の中から環境

影響評価の結果等を踏まえ決定するとしていることから、その決定の経緯につい

てわかりやすく示すこと。 

（５）調査地点及び予測地点について、その設定理由をわかりやすく示すこと。 

（６）環境影響評価の実施中に環境への影響に関し新たな事実が生じた場合等におい

ては、必要に応じて、環境影響評価の項目及び手法を見直し、適切に調査、予測

及び評価を行うこと。 

 

２ 大気質、騒音及び振動 

（１）工事用車両の運行に伴う環境負荷の低減を図るため、風力発電機や工事用資材

等の輸送については、可能な限り海上輸送とするよう検討すること。 

（２）工事用資材等の搬出入に伴う騒音及び振動の調査について、平日に調査を行う

としているが、休日に工事を実施する可能性がある場合は、必要に応じて休日に

も調査を行うこと。 

（３）建設機械の稼働及び施設の稼働に係る騒音の調査地点については、学校、病院

その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設や住宅の分布状況の他、事

業実施区域周辺の風況も考慮した上で、必要に応じて調査地点を追加すること。 
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３ 水質 

工事の実施に伴う水の濁りの調査、予測及び評価に当たっては、土地改変の範

囲、造成工事の内容、工事に伴い発生する濁水の発生量、沈砂池の規模、排水ル

ート等（以下「工事排水計画等」という。）を詳細に示した上で、適切な調査地

点及び予測地点を設定すること。 

 

４ 動物、植物及び生態系 

（１）工事の実施に伴う水生生物の調査、予測及び評価に当たっては、工事排水計画

等を踏まえ、適切な調査地点及び予測地点を設定すること。 

（２）事業実施区域及びその周辺では、チュウヒ等の重要な鳥類の飛翔やねぐら入り

行動等が確認され、また事業実施区域より南側には、水鳥の重要な渡来地である

汐川干潟が存在していることから、施設の存在及び稼働に伴う鳥類の風力発電設

備への衝突や移動経路の阻害、生息地の改変等が懸念される。このため、専門家

等の指導・助言を得ながら、鳥類に及ぼす影響について適切に調査、予測及び評

価を行い、その結果を踏まえ適切な環境保全措置を検討し、環境影響の回避、低

減に努めること。 

（３）鳥類の調査においては、構造物の回避行動、餌場やねぐら等への移動経路、渡

りの経路などの把握が重要となることから、飛翔軌跡や飛翔高度を的確に記録す

ること。 

 また、目視調査とレーザーによる調査を併用することなどにより、飛翔高度が

正確に調査できているか確認すること。 

（４）鳥類の営巣等を阻害することがないよう、できる限り鳥類への影響が小さい方

法により調査を行うこと。 

（５）生態系の調査、予測及び評価に当たっては、動植物の調査結果等を踏まえ、事

業実施区域及びその周辺の生態系の特徴を的確に現す生物種等を適切に選定す

ること。 

（６）現地調査において、重要な種が確認された場合には、必要に応じて専門家の指

導、助言を得ながら、適切な環境保全措置を検討すること。 

 

５ その他 

（１）準備書は専門的な内容が多く、かつ、膨大な図書となる可能性があることから、

その作成に当たっては、わかりやすく簡潔なものとなるよう配慮するとともに、

使用する用紙等についても環境に十分配慮したものとすること。 

（２）計画段階環境配慮書に対する知事意見でも述べたように、インターネットの利

用により公表する図書について、印刷できるようにすることや、縦覧期間後も引

き続き閲覧できるようにすることなど、住民等の理解促進及び利便性の向上に努

めること。 


